
Q A

1 全ての工事が対象か。
原則、すべての屋外工事（土木工事）が対象となります。
ただし、維持工事等で実施が困難なもの及び効果が期待できないものについては、
対象外とすることができます。

2
実施が困難なもの及び効果が期待で
きないものとはどのような工事か。

・実施が困難な工事・・・小規模（500万円未満）な工事　等
・効果が期待できない工事・・・工期が短い工事　等
※発注工事の内容、規模等を踏まえ、発注課で判断をお願いします。

3 営繕工事は対象になるか。 営繕工事は本要領の対象となりません。

4
トンネル工事は屋外工事と判断して
よいか。

トンネル工事（新設）及び補修工事（壁面、舗装などの修繕工事、照明修繕工事等）
は屋外工事と判断します。

5
率分（ｉ・Pｉ）を計上しない場合におい
ても「熱中症・防寒対策に関する費
用」は計上できるのか。

計上できます。

6

「熱中症対策に資する現場管理費率
の補正」と、「現場環境改善費におけ
る『避暑（熱中症予防）』」の使い分け
はどのように考えればよいか。

それぞれ、対象としている項目が異なります。
「熱中症対策に資する現場管理費の補正」は現場管理費に係る内容について対象
としており、主に作業員個人に対する対策費となります。
　具体例：塩飴、経口補水液等効果的な飲用水、空調服、熱中症対策キット、カイ
ロ、ヒーターベスト　等

「現場環境改善費『避暑（熱中症予防）』」は共通仮設費に係る内容について対象と
しており、主に現場の施設や設備に対する熱中症対策費です。
　具体例：日除けテント、遮光ネット、大型扇風機、送風機、ミストファン、製氷機　等

上記を参考に、現場環境改善費の実施する内容について、共通仮設費に係る内容
について実施する。

7
現場に設置する「快適トイレ」の試行
対象工事との使い分けはどのように
考えればよいか。

「快適トイレ」の試行対象工事で快適トイレを設置する場合は、「現場に設置する『快
適トイレ』の試行実施要領」に基づき費用を計上するものとし、現場環境改善費の対
象としません。
ただし、現場環境改善費（率分）を計上する（している）場合、快適トイレの積算上限
額を超える費用については、現場環境改善費の対象とすることができます。
「快適トイレ」の試行対象外の工事については、工事成績評定の対象とします。
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「土木工事おける現場環境改善費の実施要領」等についてのＱ＆Ａ
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8

当初は現場環境改善費を計上してい
たが、受注者より、現場環境改善に
取り組まない旨の申し出があった場
合はどうすればよいか。

現場環境改善費を設計変更により減額してください。
ただし、主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策を実施する場合、対
策の妥当性を確認の上、設計変更にて積上げ計上してください。

9

当初は現場環境改善費の対象外工
事として発注したが、受注者より実施
希望があった場合、変更してもよい
か。

実施の妥当性を確認した上、設計変更により対応してください。

10
発注者に提出する見積書に現場管理
費や一般管理費等に関する経費が
含まれていてもよいか。

設計計上する現場環境改善費は、現場管理費及び一般管理費等の率計算の対象
額になるため、現場管理費及び一般管理費等に関する経費については、見積書に
含めないでください。

11
積上げ計上する購入品の減価償却
費の算出はどうすればよいか。

設置期間分の減価償却費については、国税庁が定める「主な減価償却資産の耐用
年数表」を参考に算出してください。
【計算例】
　減価償却費＝取得金額×定額法の償却率
　　　　　　　　　50万円(冷暖房設備)×1/6(耐用年数)＝83,333円

12 災害復旧工事は対象か。

対象です。
ただし、現場環境改善費の「率計上分」は「災害復旧事業」の対象外のため、国庫補
助対象として計上できませんが、単独費として計上することは可能です。また、「積
上げ計上分」の「熱中症対策・防寒対策」については、国庫補助対象として計上可能
です。

13

「受注者は工事完了後、現場環境改
善の実施状況が分かる資料（写真
等）を提出すること」とあるが、工事完
了後の提出では条件を未達成であっ
た場合に変更契約ができない。どうす
ればよいか。

施工計画書に記載されている実施内容について、変更や中止となった場合は速や
かに協議を行い、未達成とする場合は設計変更の対象としてください。また、監督業
務の際に実施状況について確認するなど、実施状況の把握に努めてください。

14
成績評定における「工事特性・創意工
夫・社会性等」の加点との使い分けに
ついて、どのように考えればよいか。

現場環境改善費の実施内容として計上したものについては、工事特性・創意工夫・
社会性等では考慮しません。
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